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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放送信号を受信する放送受信手段と、ユーザからの登録操作により、曜日毎且つ時間帯
毎にユーザの好みのジャンルを複数、優先順位を付けて記憶するジャンル登録手段と、該
ジャンル登録手段で登録した好みのジャンルと、現在の時間帯で放送している番組のジャ
ンルとを比較する比較手段と、該比較手段での比較の結果、適合した番組を放送している
チャンネルを、複数の前記優先順位に対応するそれぞれのお好みチャンネルとして記憶す
るチャンネル記憶手段とを備えた放送受信装置であって、
　前記ジャンル登録手段は、好みのジャンルの複数登録に際し、同じ曜日且つ同じ時間帯
において同じジャンルによる重複登録を許可するものとすることを特徴とする放送受信装
置。
【請求項２】
　請求項１に記載の放送受信装置であって、前記チャンネル記憶手段によりお好みチャン
ネルとして記憶されているチャンネルが切り替わった際に、ユーザにその旨を提示する切
替提示手段を備えたことを特徴とする放送受信装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の放送受信装置であって、前記ジャンル登録手段により曜日毎且
つ時間帯毎に登録可能なジャンル数に応じた数だけ選択ボタンを備えたことを特徴とする
放送受信装置。
【請求項４】
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　放送信号を受信する放送受信手段と、ユーザからの登録操作により、曜日毎且つ時間帯
毎にユーザの好みのジャンルを複数、優先順位を付けて記憶するジャンル登録手段と、該
ジャンル登録手段で登録した好みのジャンルと、現在の時間帯で放送している番組のジャ
ンルとを比較する比較手段と、該比較手段での比較の結果、適合した番組を放送している
チャンネルを、複数の前記優先順位に対応するそれぞれのお好みチャンネルとして記憶す
るチャンネル記憶手段とを備えた放送受信装置であって、
　前記チャンネル記憶手段によりお好みチャンネルとして記憶されているチャンネルが切
り替わった際に、ユーザにその旨を提示する切替提示手段を備え、さらに、
　前記ジャンル登録手段により曜日毎且つ時間帯毎に登録可能なジャンル数に応じた数だ
け選択ボタンを備え、前記選択ボタンの押下に基づいて前記記憶されたお好みチャンネル
の中から所定のチャンネルを選択することを特徴とする放送受信装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか１項に記載の放送受信装置であって、前記放送信号は、伝送
チャンネルに番組選択のための属性情報が付加された放送信号とし、前記比較手段は、前
記現在の時間帯で放送している番組を前記属性情報から取得する手段を有することを特徴
とする放送受信装置。
【請求項６】
　請求項１乃至４のいずれか１項に記載の放送受信装置であって、前記放送信号に係わる
番組選択のための属性情報をネットワーク経由で取得する属性情報取得手段を備え、前記
比較手段は、前記現在の時間帯で放送している番組を前記属性情報取得手段で取得した属
性情報から取得する手段を有することを特徴とする放送受信装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか１項に記載の放送受信装置であって、前記現在の時間帯で放
送している番組は、現時刻から所定の時間後の時刻までの期間に放送している番組とする
ことを特徴とする放送受信装置。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか１項に記載の放送受信装置であって、前記ジャンル登録手段
は、ユーザに、好みのジャンルを複数登録する時間帯の区分けを任意に設定させる時間帯
設定手段を有することを特徴とする放送受信装置。
【請求項９】
　請求項１乃至８のいずれか１項に記載の放送受信装置であって、前記チャンネル記憶手
段で記憶したお好みチャンネルをユーザに提示するチャンネル提示手段を備えたことを特
徴とする放送受信装置。
【請求項１０】
　請求項１乃至９のいずれか１項に記載の放送受信装置であって、電子番組表を表示する
番組表表示手段を備え、該番組表表示手段は、前記チャンネル記憶手段で記憶されたお好
みチャンネルの順にチャンネルを並び替えて表示する手段を有することを特徴とする放送
受信装置。
【請求項１１】
　放送信号を受信する放送受信装置に組み込むためのプログラムであって、
　前記放送受信装置の制御部に、ユーザからの登録操作により、曜日毎且つ時間帯毎にユ
ーザの好みのジャンルを複数、優先順位を付けて記憶する登録ステップと、該登録ステッ
プで記憶したジャンルと現在の時間帯で放送している番組のジャンルとを比較する比較ス
テップと、該比較ステップでの比較の結果、適合した番組を放送しているチャンネルを、
複数の前記優先順位に対応するそれぞれのお好みチャンネルとして記憶する記憶ステップ
とを実行させ、
　前記登録ステップは、好みのジャンルの複数登録に際し、同じ曜日且つ同じ時間帯にお
いて同じジャンルによる重複登録を許可するものとすることを特徴とするプログラム。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のプログラムであって、前記制御部に、前記記憶ステップによりお好
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みチャンネルとして記憶されているチャンネルが切り替わった際に、ユーザにその旨を提
示するステップを実行させることを特徴とするプログラム。
【請求項１３】
　請求項１１又は１２に記載のプログラムであって、前記放送受信装置は、前記登録ステ
ップにより曜日毎且つ時間帯毎に登録可能なジャンル数に応じた数だけ選択ボタンを備え
、当該プログラムは、前記制御部に、前記選択ボタンの押下に基づいて前記記憶されたお
好みチャンネルの中から所定のチャンネルを選択するステップを実行させることを特徴と
するプログラム。
【請求項１４】
　放送信号を受信する放送受信装置に組み込むためのプログラムであって、
　前記放送受信装置の制御部に、ユーザからの登録操作により、曜日毎且つ時間帯毎にユ
ーザの好みのジャンルを複数、優先順位を付けて記憶する登録ステップと、該登録ステッ
プで記憶したジャンルと現在の時間帯で放送している番組のジャンルとを比較する比較ス
テップと、該比較ステップでの比較の結果、適合した番組を放送しているチャンネルを、
複数の前記優先順位に対応するそれぞれのお好みチャンネルとして記憶する記憶ステップ
と、前記記憶ステップによりお好みチャンネルとして記憶されているチャンネルが切り替
わった際に、ユーザにその旨を提示するステップとを実行させ、
　前記放送受信装置は、前記登録ステップにより曜日毎且つ時間帯毎に登録可能なジャン
ル数に応じた数だけ選択ボタンを備え、当該プログラムは、前記制御部に、前記選択ボタ
ンの押下に基づいて前記記憶されたお好みチャンネルの中から所定のチャンネルを選択す
るステップを実行させることを特徴とするプログラム。
【請求項１５】
　請求項１１乃至１４のいずれか１項に記載のプログラムであって、前記放送信号は、伝
送チャンネルに番組選択のための属性情報が付加された放送信号とし、前記比較ステップ
は、前記現在の時間帯で放送している番組を前記属性情報から取得するステップを有する
ことを特徴とするプログラム。
【請求項１６】
　請求項１１乃至１４のいずれか１項に記載のプログラムであって、当該プログラムは、
前記制御部に、前記放送信号に係わる番組選択のための属性情報をネットワーク経由で取
得するステップを実行させ、前記比較ステップは、前記現在の時間帯で放送している番組
を前記取得した属性情報から取得するステップを有することを特徴とするプログラム。
【請求項１７】
　請求項１１乃至１６のいずれか１項に記載のプログラムであって、前記現在の時間帯で
放送している番組は、現時刻から所定の時間後の時刻までの期間に放送している番組とす
ることを特徴とするプログラム。
【請求項１８】
　請求項１１乃至１７のいずれか１項に記載のプログラムであって、前記登録ステップは
、ユーザに、好みのジャンルを複数登録する時間帯の区分けを任意に設定させるステップ
を有することを特徴とするプログラム。
【請求項１９】
　請求項１１乃至１８のいずれか１項に記載のプログラムであって、前記制御部に、前記
記憶ステップで記憶したお好みチャンネルを、ユーザに提示するステップを実行させるこ
とを特徴とするプログラム。
【請求項２０】
　請求項１１乃至１９のいずれか１項に記載のプログラムであって、当該プログラムは、
前記制御部に、電子番組表を表示するステップを実行させ、該ステップは、前記記憶ステ
ップで記憶されたお好みチャンネルの順にチャンネルを並び替えて表示するステップを有
することを特徴とするプログラム。
【請求項２１】
　請求項１１乃至２０のいずれか１項に記載のプログラムを記録したコンピュータ読み取
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り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、放送受信装置、プログラム、及び記録媒体に関し、より詳細には、受信した
多数のチャンネルの中からユーザが好む番組のチャンネルを容易に選局することが可能な
放送受信装置、該放送受信装置に組み込むためのプログラム、及び該プログラムを記録し
たコンピュータ読み取り可能な記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の放送受信装置においては、リモートコントローラ（以下、リモコンと略す）のボ
タンに対して選局するチャンネルを割り当てるプリセットチャンネルの考えが用いられて
いた。このような放送受信装置では、リモコンの選局ボタンと選局すべきチャンネルのチ
ャンネル番号や周波数との対応付けを行うプリセットチャンネル管理リストを設けて、特
定の選局ボタンが押された際には、このチャンネル管理リストを参照して対応するチャン
ネルを判別し、選局動作を行う。また、多数の番組の内容を示す電子番組ガイド（以下、
ＥＰＧと略す）によって、番組内容を確認しながら選局することが可能である。
【０００３】
　また、従来から、多数のチャンネルの中からユーザが好む番組を容易に選局するための
放送受信装置に関し、様々な技術が提案されている（例えば、特許文献１－３を参照）。
【０００４】
　特許文献１に記載の放送受信装置は、チャンネル単位の視聴履歴を管理して、新規のプ
リセット設定時により選択する機会の少ないチャンネルをプリセットから外すように構成
している。また、特許文献１には、別の構成として、番組の視聴履歴を記録する履歴管理
手段と利用者の番組選択の特徴を抽出する特徴判定手段とを備え、多数の番組の提示順序
やチャンネル一覧の操作に利用する技術が記載されている。
【０００５】
　特許文献２には、番組を選局する際にチャンネル毎に選局回数をカウントしてメモリに
記憶する一方、選局した番組の時刻情報を検出してメモリに記憶して、さらにその後再度
選局するときに、その番組選局時と同一時間帯に記憶したチャンネルを、選局回数の多い
チャンネル順にソートしてメモリに記憶して、番組選局時などの番組選局を行うように選
局回路を制御する技術が記載されている。
【０００６】
　特許文献３には、時間帯毎に、放送局の選局回数をカウントし、カウント値が大きいチ
ャンネルをお好みチャンネルとして登録する技術が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平９－１１６３９０号公報
【特許文献２】特開平１１－２２０６７５号公報
【特許文献３】特開平７－２５５０５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　一方で、近年、放送の多チャンネル化が進んでいる。そして、多チャンネル化によって
、全てのチャンネル（１放送局に対し１つのチャンネルを割り当てる場合には「放送局」
ともいえる）に上述のごときプリセットチャンネルを割り当てることは不可能であり、Ｅ
ＰＧを利用して選局する必要性が増大している。
【０００９】
　しかしながら、ＥＰＧで希望の番組を見つけ出すには、放送形態、放送局の切換、番組
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情報の閲覧などの操作が必要であり、多くの時間と労力を要してしまう。ジャンル検索機
能を備えたＥＰＧも提案されているが、ジャンルの設定、番組情報の閲覧、放送局の選択
という操作が必要であり、視聴の度にジャンル検索を行うのは面倒である。そのため、リ
モコンに設けられたお好み登録ボタンの押下によって、好みの番組を選局できる手段が望
ましい。
【００１０】
　特許文献２に記載のごとき、時間帯毎に選局回数をカウントし、選局回数が多い放送局
をお好みチャンネルとして登録する手段においては、放送局は複数のジャンルの番組を放
送しており、放送局の選局回数によってユーザの嗜好を把握するのは難しい。さらに、特
許文献３に記載のごとくある時間帯に注目しても、曜日毎に放送する番組のジャンルが異
なるため、ユーザが望む番組をお好みチャンネルによって選局することは難しい。また、
番組編成が切り替わった場合には今までの選局回数のカウントが無駄になり、再度ユーザ
の嗜好を把握するのに多くの時間がかかってしまう。
【００１１】
　さらに、従来技術では、時間帯の切り替わりをユーザに知らせる手段がなく、お好み登
録チャンネルが自動的に切り替わることによって、ユーザに混乱を招く恐れがある。
【００１２】
　本発明は、上述のごとき実情に鑑みてなされたものであり、喩え番組編成の切替があっ
た場合でも、多数のチャンネルの中からユーザ好みの番組を容易に選局することが可能な
、放送受信装置、該装置に組み込むためのプログラム、該プログラムを記録したコンピュ
ータ読み取り可能な記録媒体を提供することをその目的とする。
【００１３】
　また、本発明は、喩え番組編成の切替があった場合でも、多数のチャンネルの中からユ
ーザ好みの番組を選局することが可能で、且つ、時間帯の切り替わりによるユーザの混乱
を防止することが可能な、放送受信装置、該装置に組み込むためのプログラム、該プログ
ラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体を提供することを他の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明は、上述のごとき課題を解決するために、以下の各技術手段でそれぞれ構成され
る。
　第１の技術手段は、放送信号を受信する放送受信手段と、ユーザからの登録操作により
、曜日毎且つ時間帯毎にユーザの好みのジャンルを複数、優先順位を付けて記憶するジャ
ンル登録手段と、該ジャンル登録手段で登録した好みのジャンルと、現在の時間帯で放送
している番組のジャンルとを比較する比較手段と、該比較手段での比較の結果、適合した
番組を放送しているチャンネルを、複数の前記優先順位に対応するそれぞれのお好みチャ
ンネルとして記憶するチャンネル記憶手段とを備えた放送受信装置であって、前記ジャン
ル登録手段は、好みのジャンルの複数登録に際し、同じ曜日且つ同じ時間帯において同じ
ジャンルによる重複登録を許可するものとすることを特徴としたものである。
　第２の技術手段は、第１の技術手段に記載の放送受信装置であって、前記チャンネル記
憶手段によりお好みチャンネルとして記憶されているチャンネルが切り替わった際に、ユ
ーザにその旨を提示する切替提示手段を備えたことを特徴としたものである。
　第３の技術手段は、第１又は第２の技術手段に記載の放送受信装置であって、前記ジャ
ンル登録手段により曜日毎且つ時間帯毎に登録可能なジャンル数に応じた数だけ選択ボタ
ンを備えたことを特徴としたものである。
【００１５】
　第４の技術手段は、放送信号を受信する放送受信手段と、ユーザからの登録操作により
、曜日毎且つ時間帯毎にユーザの好みのジャンルを複数、優先順位を付けて記憶するジャ
ンル登録手段と、該ジャンル登録手段で登録した好みのジャンルと、現在の時間帯で放送
している番組のジャンルとを比較する比較手段と、該比較手段での比較の結果、適合した
番組を放送しているチャンネルを、複数の前記優先順位に対応するそれぞれのお好みチャ
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ンネルとして記憶するチャンネル記憶手段とを備えた放送受信装置であって、前記チャン
ネル記憶手段によりお好みチャンネルとして記憶されているチャンネルが切り替わった際
に、ユーザにその旨を提示する切替提示手段を備え、さらに、前記ジャンル登録手段によ
り曜日毎且つ時間帯毎に登録可能なジャンル数に応じた数だけ選択ボタンを備え、前記選
択ボタンの押下に基づいて前記記憶されたお好みチャンネルの中から所定のチャンネルを
選択することを特徴としたものである。
　第５の技術手段は、第１乃至第４のいずれか１の技術手段に記載の放送受信装置であっ
て、前記放送信号は、伝送チャンネルに番組選択のための属性情報が付加された放送信号
とし、前記比較手段は、前記現在の時間帯で放送している番組を前記属性情報から取得す
る手段を有することを特徴としたものである。
【００１６】
　第６の技術手段は、第１乃至第４のいずれか１の技術手段に記載の放送受信装置であっ
て、前記放送信号に係わる番組選択のための属性情報をネットワーク経由で取得する属性
情報取得手段を備え、前記比較手段は、前記現在の時間帯で放送している番組を前記属性
情報取得手段で取得した属性情報から取得する手段を有することを特徴としたものである
。
【００１７】
　第７の技術手段は、第１乃至第６のいずれか１の技術手段に記載の放送受信装置であっ
て、前記現在の時間帯で放送している番組は、現時刻から所定の時間後の時刻までの期間
に放送している番組とすることを特徴としたものである。
【００１９】
　第８の技術手段は、第１乃至第７のいずれか１の技術手段に記載の放送受信装置であっ
て、前記ジャンル登録手段は、ユーザに、好みのジャンルを複数登録する時間帯の区分け
を任意に設定させる時間帯設定手段を有することを特徴としたものである。
【００２０】
　第９の技術手段は、第１乃至第８のいずれか１の技術手段に記載の放送受信装置であっ
て、前記チャンネル記憶手段で記憶したお好みチャンネルをユーザに提示するチャンネル
提示手段を備えたことを特徴としたものである。
【００２１】
　第１０の技術手段は、第１乃至第９のいずれか１の技術手段に記載の放送受信装置であ
って、電子番組表を表示する番組表表示手段を備え、該番組表表示手段は、前記チャンネ
ル記憶手段で記憶されたお好みチャンネルの順にチャンネルを並び替えて表示する手段を
有することを特徴としたものである。
【００２４】
　第１１の技術手段は、放送信号を受信する放送受信装置に組み込むためのプログラムで
あって、前記放送受信装置の制御部に、ユーザからの登録操作により、曜日毎且つ時間帯
毎にユーザの好みのジャンルを複数、優先順位を付けて記憶する登録ステップと、該登録
ステップで記憶したジャンルと現在の時間帯で放送している番組のジャンルとを比較する
比較ステップと、該比較ステップでの比較の結果、適合した番組を放送しているチャンネ
ルを、複数の前記優先順位に対応するそれぞれのお好みチャンネルとして記憶する記憶ス
テップとを実行させ、前記登録ステップは、好みのジャンルの複数登録に際し、同じ曜日
且つ同じ時間帯において同じジャンルによる重複登録を許可するものとすることを特徴と
したものである。
　第１２の技術手段は、第１１の技術手段に記載のプログラムであって、前記制御部に、
前記記憶ステップによりお好みチャンネルとして記憶されているチャンネルが切り替わっ
た際に、ユーザにその旨を提示するステップを実行させることを特徴としたものである。
　第１３の技術手段は、第１１又は第１２の技術手段に記載のプログラムであって、前記
放送受信装置は、前記登録ステップにより曜日毎且つ時間帯毎に登録可能なジャンル数に
応じた数だけ選択ボタンを備え、当該プログラムは、前記制御部に、前記選択ボタンの押
下に基づいて前記記憶されたお好みチャンネルの中から所定のチャンネルを選択するステ



(7) JP 5158894 B2 2013.3.6

10

20

30

40

50

ップを実行させることを特徴としたものである。
【００２５】
　第１４の技術手段は、放送信号を受信する放送受信装置に組み込むためのプログラムで
あって、前記放送受信装置の制御部に、ユーザからの登録操作により、曜日毎且つ時間帯
毎にユーザの好みのジャンルを複数、優先順位を付けて記憶する登録ステップと、該登録
ステップで記憶したジャンルと現在の時間帯で放送している番組のジャンルとを比較する
比較ステップと、該比較ステップでの比較の結果、適合した番組を放送しているチャンネ
ルを、複数の前記優先順位に対応するそれぞれのお好みチャンネルとして記憶する記憶ス
テップと、前記記憶ステップによりお好みチャンネルとして記憶されているチャンネルが
切り替わった際に、ユーザにその旨を提示するステップとを実行させ、前記放送受信装置
は、前記登録ステップにより曜日毎且つ時間帯毎に登録可能なジャンル数に応じた数だけ
選択ボタンを備え、当該プログラムは、前記制御部に、前記選択ボタンの押下に基づいて
前記記憶されたお好みチャンネルの中から所定のチャンネルを選択するステップを実行さ
せることを特徴としたものである。
　第１５の技術手段は、第１１乃至第１４のいずれか１の技術手段に記載のプログラムで
あって、前記放送信号は、伝送チャンネルに番組選択のための属性情報が付加された放送
信号とし、前記比較ステップは、前記現在の時間帯で放送している番組を前記属性情報か
ら取得するステップを有することを特徴としたものである。
 
【００２６】
　第１６の技術手段は、第１１乃至第１４のいずれか１の技術手段に記載のプログラムで
あって、当該プログラムは、前記制御部に、前記放送信号に係わる番組選択のための属性
情報をネットワーク経由で取得するステップを実行させ、前記比較ステップは、前記現在
の時間帯で放送している番組を前記取得した属性情報から取得するステップを有すること
を特徴としたものである。
【００２７】
　第１７の技術手段は、第１１乃至第１６のいずれか１の技術手段に記載のプログラムで
あって、前記現在の時間帯で放送している番組は、現時刻から所定の時間後の時刻までの
期間に放送している番組とすることを特徴としたものである。
【００２９】
　第１８の技術手段は、第１１乃至第１７のいずれか１の技術手段に記載のプログラムで
あって、前記登録ステップは、ユーザに、好みのジャンルを複数登録する時間帯の区分け
を任意に設定させるステップを有することを特徴としたものである。
【００３０】
　第１９の技術手段は、第１１乃至第１８のいずれか１の技術手段に記載のプログラムで
あって、前記制御部に、前記記憶ステップで記憶したお好みチャンネルを、ユーザに提示
するステップを実行させることを特徴としたものである。
【００３１】
　第２０の技術手段は、第１１乃至第１９のいずれか１の技術手段に記載のプログラムで
あって、当該プログラムは、前記制御部に、電子番組表を表示するステップを実行させ、
該ステップは、前記記憶ステップで記憶されたお好みチャンネルの順にチャンネルを並び
替えて表示するステップを有することを特徴としたものである。
【００３４】
　第２１の技術手段は、第１１乃至第２０のいずれか１の技術手段に記載のプログラムを
記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体である。
【発明の効果】
【００３５】
　本発明によれば、喩え番組編成の切替があった場合でも、多数のチャンネルの中からユ
ーザ好みの番組を容易に選局することが可能となる。
【００３６】
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　さらに、本発明によれば、喩え番組編成の切替があった場合でも、多数のチャンネルの
中からユーザ好みの番組を選局することが可能で、且つ、時間帯の切り替わりによるユー
ザの混乱を防止することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の一実施形態に係る放送受信装置の一構成例を示すブロック図である。
【図２】本発明の他の実施形態に係る放送受信装置の一構成例を示すブロック図である。
【図３】図２の放送受信装置におけるお好みチャンネル登録処理の一例を説明するための
フロー図である。
【図４】図３のお好みチャンネル登録処理において登録されるジャンル記憶テーブルの一
例を示す図である。
【図５】図３のお好みチャンネル登録処理において参照されるチャンネル分類リストの一
例を示す図である。
【図６】図５のチャンネル分類リストの元となるチャンネル別の選局回数リストを示す図
である。
【図７】図３～図５のお好みチャンネル登録処理において記憶されたお好みチャンネルリ
ストの一例を示す図である。
【図８】図３～図５のお好みチャンネル登録処理においてユーザがお好みジャンルを登録
する際の画面表示例を示す図である。
【図９】図３～図５のお好みチャンネル登録処理において登録されたお好みチャンネルを
用いてチャンネル選局を行った際の画面表示例を示す図である。
【図１０】図３～図５のお好みチャンネル登録処理において登録された時間帯毎のお好み
チャンネルのＥＰＧ表示画面例を示す図である。
【図１１】本発明の他の実施形態に係る放送受信装置の他の構成例を示す外観図である。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　図１は、本発明の一実施形態に係る放送受信装置の一構成例を示すブロック図で、図中
、１は放送受信装置、１１は放送受信手段、１２は比較手段、１３はジャンル登録手段、
１３ａは時間帯設定手段、１４はお好みジャンルＤＢ（データベース）、１５はチャンネ
ル記憶手段、１５ａは切替提示手段、１６はお好みチャンネルＤＢ、１７は選局計数手段
、１８は選局回数ＤＢ、１９はＥＰＧ表示手段である。
【００３９】
　本発明の一実施形態に係る放送受信装置１は、放送信号を受信する放送受信手段１１に
加え、登録先としてお好みジャンルＤＢ１４を例示するジャンル登録手段１３、比較手段
１２、並びに、記憶先としてお好みチャンネルＤＢ１６を例示するチャンネル記憶手段１
５を少なくとも備えるものとする。放送受信手段１１で受信する放送信号は、基本的に地
上波，衛星，ケーブル等の伝送手段も問わず、またアナログ，デジタル，双方を問わない
が、本発明は放送チャンネルが多い方がより効果的となる。
【００４０】
　ジャンル登録手段１３は、ユーザからの登録操作により、曜日毎且つ時間帯毎にユーザ
の好みのジャンルを複数、優先順位を付けてお好みジャンルＤＢ１４に記憶する。例えば
、月曜日の朝ならニュースが見たいといったユーザの好みをジャンルで登録する。ここで
、ジャンルとは、後述するようにバラエティ，ニュース，スポーツ，ドラマ，映画，音楽
等でカテゴライズされたコンテンツの種類を指し、政治ニュース，スポーツニュースなど
のようにより細かな分け方であっても構わないが、単に専門チャンネルで分けたりＥＰＧ
情報内にあるジャンル情報でもよい。また、優先順位とは、そのユーザの好みの順位であ
る。さらに、ジャンル登録手段１３は、好みのジャンルの複数登録に際し、同じジャンル
による重複登録を許可するものとすることが好ましい。例えば、月曜日の１２：００～１
５：００の時間帯に対して、スポーツ，スポーツ，バラエティ，ニュース，ニュースを、
それぞれ１番目，２番目，３番目，４番目，５番目に好むジャンルとして登録してもよい
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。
【００４１】
　比較手段１２は、お好みジャンルＤＢ１４に格納された好みのジャンルと、現在の時間
帯（勿論、現在の曜日且つ時間帯を指す）で放送している番組のジャンルとを比較する手
段であり、この手段は後者から前者を或いは前者から後者を検索する検索手段であっても
よい。ここで、現在の時間帯で放送している番組は、現時刻から所定の時間後の時刻まで
の期間に放送している番組とすることが好ましく、この場合、現時刻を跨って放送されて
いる番組が存在する場合には、その番組も含まないようにしてもよい。
【００４２】
　チャンネル記憶手段１５は、比較手段１２における比較により適合した番組（一致した
番組）を放送しているチャンネルを、上述の優先順位のお好みチャンネルとしてお好みチ
ャンネルＤＢ１６に記憶する。チャンネル記憶手段１５は、比較手段１２による比較結果
で自動的にユーザのお好みチャンネルを登録するものである。なお、ＤＢ１４，１６及び
後述のＤＢ１８は、データを所定の形式で記憶する記憶装置であればよいが、複数ユーザ
対応をはじめとする各種対応のためリレーショナルデータベース形式での記憶を行うこと
が好ましい。
【００４３】
　また、比較手段１２における比較処理は、所定の期間毎（例えば上述の時間帯の節目毎
）に、或いは属性情報から決定される時刻に実行し、続いてお好みチャンネル記憶を実行
するとよい。ここで、属性情報は、ＥＰＧの情報に代表される番組選択（番組のユーザ選
択）のための情報であればよく、伝送チャンネルに付加された形で放送信号をデータ放送
として受信してそこから抽出してもよいし、放送受信装置１に、放送信号に係わる属性情
報をインターネットや携帯電話等のネットワーク経由で取得する属性情報取得手段を備え
ておいてもよい。前者の場合、比較手段１２には、現在の時間帯で放送している番組を属
性情報から取得する手段を設けておけばよい。後者の場合、比較手段１２には、現在の時
間帯で放送している番組を属性情報取得手段で取得した属性情報から取得する手段を設け
ておけばよい。
【００４４】
　上述した実施形態によれば、時間帯毎、曜日毎に好みのジャンルを登録しておき、登録
したジャンルと一致した番組を放送しているチャンネルをお好みチャンネルとして登録す
ることができるよう構成しているので、喩え番組編成の切替があった場合でも、時間帯、
曜日毎に、例えばリモコンのお好み登録ボタンによって、多数のチャンネルの中からユー
ザ好みの番組を容易に選局することが可能となる。例えば、時間帯、曜日毎に視聴したい
ジャンルが変わるユーザが、ＥＰＧで番組を検索する手間を省き、リモコンのお好み登録
ボタンによって、迅速に好みの番組を選局することができる。さらに、時間帯、曜日と細
分化したことによって、チャンネルの選択を限定することができるため、お好み登録数を
少なくすることができ、後述するリモコンの小型化が可能である。また、番組編成が変更
になった場合でも、ユーザが好む番組をお好み登録ボタンによって選局することが可能で
ある。
【００４５】
　上述のごとき放送受信装置１の構成に加え、リモコンなどのボタンに、お好みチャンネ
ルを選択するためのボタンを割り当て、ユーザに選局させるとよい。特に、ジャンル登録
手段１３により曜日毎且つ時間帯毎に記憶するジャンル数に対し、そのジャンル数に応じ
た数だけ選択ボタンを具備することで、迅速に好みの番組（好みのジャンルの番組）を選
局することが可能であり、番組選択の操作性が向上する。
【００４６】
　また、本発明に係る放送受信装置は、他の実施形態において、上述した各実施形態にお
ける放送受信装置１に、次の選局回数記憶手段を備えることが好ましい。この選局回数記
憶手段は、各チャンネルの選局回数（視聴回数、若しくは選択回数ともいえる）をカウン
トして記憶する。図１の放送受信装置１においてこの選局回数記憶手段は、そのカウント
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を実行する選局計数手段１７とカウント値をチャンネル毎に記憶する記憶先である選局回
数ＤＢ１８とで構成された例を示している。そして、この実施形態におけるチャンネル記
憶手段１５は、選局回数ＤＢ１８に記憶された各チャンネルの選局回数に基づいて、同一
ジャンル内で、選局回数が多いチャンネルから順に、好みの強いお好みチャンネルとして
記憶する手段を有するものとする。つまり、この手段は、ジャンル登録手段１３で登録し
たジャンル毎に、比較手段１２での比較の結果、適合した番組を放送しているチャンネル
のうち、選局回数記憶手段で記憶した選局回数が多いチャンネルから順に、より好みの強
いお好みチャンネルとして記憶、つまり優先的にお好みチャンネルに記憶する。
【００４７】
　すなわち、この実施形態では、別途、各チャンネルの選局回数を記憶しておき、上述し
たスポーツ（優先順位１位），スポーツ（同２位），バラエティ（同３位），ニュース（
同４位），ニュース（同５位）のジャンル登録を例に挙げると、１番目のお好みチャンネ
ルが「スポーツを放送しているチャンネルのうち一番選局回数の多いチャンネル」、２番
目のお好みチャンネルが「スポーツを放送しているチャンネルのうち２番目に選局回数の
多いチャンネル」、３番目のお好みチャンネルが「バラエティを放送しているチャンネル
のうち一番選局回数の多いチャンネル」、４番目のお好みチャンネルが「ニュースを放送
しているチャンネルのうち一番選局回数の多いチャンネル」、５番目のお好みチャンネル
が「ニュースを放送しているチャンネルのうち２番目に選局回数の多いチャンネル」、と
いった具合に記憶される。
【００４８】
　本実施形態を採用しない場合には、１つのジャンルに対して複数のチャンネルが適合し
たときはその中から任意のチャンネルを選び、また、同一ジャンルによる重複登録があっ
たときもジャンル登録での優先順位に関係なく任意のチャンネルをそれぞれ選ぶようにす
ればよいが、本実施形態を採用する方がよりユーザ嗜好を反映させることができる。また
、本実施形態よりさらに正確にお好みチャンネルを記憶するためには、処理が多少複雑に
なるが、選局計数手段１７は、ジャンル別に、選局されたチャンネルを計数しておき、お
好みチャンネル登録時には、ジャンルに応じたカウント値を参照するとよい。
【００４９】
　また、本発明の他の実施形態として、上述した各実施形態におけるジャンル登録手段１
３には次の時間帯設定手段１３ａを備えることが好ましい。時間帯設定手段１３ａは、ユ
ーザに、好みのジャンルを複数登録するための時間帯（曜日も加味してもよい）の区分け
を任意に設定させる手段であり、例えば、お好みチャンネルを登録する時間帯の間隔と分
割数（分割数と各分割における間隔）の設定を可能とする。勿論、放送受信装置１は、時
間帯設定手段１３ａを備えず、予め定められた時間帯（及び曜日）に対し、お好みジャン
ル登録を実行してもよいが、この時間帯設定手段１３ａを設けることで、例えば、時間帯
の間隔を短くすることによってユーザの細かい嗜好の変化に対応すること、及び、時間帯
、曜日毎に使用するユーザが異なる場合にも柔軟に対応することが可能となり、よりユー
ザ嗜好を反映させることができる。
【００５０】
　また、本発明の他の実施形態として、上述した各実施形態における放送受信装置１には
次のチャンネル提示手段（図示せず）を備えることが好ましい。このチャンネル提示手段
は、チャンネル記憶手段１５で記憶したお好みチャンネルを、ディスプレイ等でユーザに
提示する手段であり、リモコンなどのお好みチャンネル割り当てボタンにて操作する場合
などには、操作時にユーザに割り当てを確認させることができる。
【００５１】
　また、本発明の他の実施形態として、上述した各実施形態における放送受信装置１には
次の番組表表示手段（ＥＰＧ表示手段１９）を備えることが好ましい。ＥＰＧ表示手段１
９は、電子番組表を表示する手段であり、チャンネル記憶手段１５で記憶されたお好みチ
ャンネルの順にチャンネルを並び替えて表示する手段を有する。この手段によって、お好
みチャンネル順に、すなわち曜日毎且つ時間帯毎にユーザの好みのジャンル順に、チャン
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ネルを並び替えて表示することができる。このように、ユーザが好む番組順に番組内容を
閲覧することができ、また、現時刻でのお好み登録チャンネルのポジション番号を確認す
ることもできる。従って、お好みチャンネルの中からユーザが操作ボタン等で視聴するチ
ャンネルを選択（選局）する場合に、ユーザにとって選択が容易になる。
【００５２】
　また、本発明の他の実施形態として、上述した各実施形態における放送受信装置１には
次の切替提示手段１５ａを備えることが好ましい。なお、図１では、切替提示手段１５ａ
がチャンネル記憶手段１５に含まれる例を図示している。切替提示手段１５ａは、チャン
ネル記憶手段１５によりお好みチャンネルとして記憶されているチャンネルが切り替わっ
た際に、ユーザにその旨をディスプレイに表示するなどで提示し、ユーザに知らせる。本
実施形態によれば、上述した各実施形態における効果に加え、時間帯の切り替わりなどに
よって、お好み登録ボタンに割り当てられたチャンネルが自動的に切り替わった場合にも
、ユーザの混乱を防止することが可能となる。
【００５３】
　以上、本発明に係る放送受信装置について説明したが、本発明は、放送信号を受信する
放送受信装置に組み込み、上述した各実施形態に係る放送受信装置として機能させるため
のユーザ好みチャンネル登録プログラム、或いはユーザ好みチャンネル表示プログラム、
或いはユーザ好みチャンネル選択プログラムの形態、さらには、それらのプログラムの一
部又は全部を記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体（ＤＶＤ，ＣＤ等）の形態も
採用可能である。この詳細は、基本的に上述した思想に沿ったものであって上述の説明か
ら実現可能であるが、その概要をまず説明し、次にこれらプログラムを組み込んだ放送受
信装置の適用例を、図２乃至図１１を参照して具体的に説明する。なお、本発明に係る放
送受信装置や各プログラムとしては、テレビ受像機をはじめテレビ録画装置や予約録画装
置など、様々な機器に適用可能である。
【００５４】
　ユーザ好みチャンネル登録プログラムは、ユーザがお好みのジャンルを登録することで
、ユーザの嗜好に合ったチャンネルが記憶（登録）する。すなわち、このプログラムは、
放送受信装置の制御部に、ユーザからの登録操作により、曜日毎且つ時間帯毎にユーザの
好みのジャンルを複数、優先順位を付けて記憶する登録ステップと、記憶したジャンルと
現在の時間帯で放送している番組のジャンルとを比較する比較ステップと、比較の結果、
適合した番組を放送しているチャンネルを、優先順位に対応するお好みチャンネルとして
記憶するステップとを実行させるプログラムであり、制御部の記憶領域或いは制御部へア
クセス可能な記憶領域に格納される。
【００５５】
　また、ユーザ好みチャンネル表示プログラムは、ユーザ好みチャンネル登録プログラム
で記憶したお好みチャンネルに関する提示を行うプログラムであり、記憶したお好みチャ
ンネルをユーザに提示するものや、ＥＰＧ表示の際にお好みチャンネルの順にチャンネル
を並び替えて表示するもの、さらには、お好みチャンネルとして記憶されているチャンネ
ルが切り替わった際に、ユーザにその旨を提示するものがある。
【００５６】
　また、ユーザ好みチャンネル選択プログラムは、このユーザ好みチャンネル登録プログ
ラムに、登録されたお好みチャンネルの中から選択ボタンの押下により所定のチャンネル
を選択するためのプログラムを付加したものである。この選択ボタンは、放送受信装置に
備えられ（リモコンとして具備される形態も含む）、チャンネル登録ステップにより曜日
毎且つ時間帯毎に登録可能なジャンル数に応じた数だけ存在する。
【００５７】
　図２は、本発明の他の実施形態に係る放送受信装置の一構成例を示すブロック図で、図
中、２０は放送受信装置、２１は地上波チューナ、２２はＢＳ（Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎ
ｇ　Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ）デジタルチューナ、２３は地上波受信回路、２４はＢＳデジタ
ル受信回路、２５は番組情報デコード部、２６はメモリ、２７は制御部、２８はチャンネ
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ル選局部、２９はＯＳＤ（Ｏｎ　Ｓｃｒｅｅｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ）表示部、３０は入力信
号切換部、３１は映像出力部、３２は音声出力部、３３はリモコン及びコントロールパネ
ル入力処理部、３４はリモコン、３５はお好み選局ボタンである。
【００５８】
　また、図３は、図２の放送受信装置におけるお好みチャンネル登録処理の一例を説明す
るためのフロー図である。また、図４は、図３のお好みチャンネル登録処理において登録
されるジャンル記憶テーブルの一例を示す図、図５は、図３のお好みチャンネル登録処理
において参照されるチャンネル分類リストの一例を示す図、図６は、図５のチャンネル分
類リストの元となるチャンネル別の選局回数リストを示す図である。さらに、図７は、図
３～図５のお好みチャンネル登録処理において記憶されたお好みチャンネルリストの一例
を示す図、図８は、図３～図５のお好みチャンネル登録処理においてユーザがお好みジャ
ンルを登録する際の画面表示例を示す図、図９は、図３～図５のお好みチャンネル登録処
理において登録されたお好みチャンネルを用いてチャンネル選局を行った際の画面表示例
を示す図、図１０は、図３～図５のお好みチャンネル登録処理において登録された時間帯
毎のお好みチャンネルのＥＰＧ表示画面例を示す図である。
【００５９】
　地上波チューナ２１は地上波テレビ信号の電波を受信するチューナ、ＢＳデジタルチュ
ーナ２２はＢＳデジタルテレビ信号の電波を受信するチューナ、地上波受信回路２３は地
上波チューナ２１に入力された信号を受信する回路、ＢＳデジタル受信回路２４はＢＳデ
ジタルチューナ２２に入力された信号を受信する回路である。なお、ここでは、地上波放
送及びＢＳ放送を受信する例のみを示すが、本発明は、図１を参照して上述したように、
地上波チューナ２１及び地上波受信回路２３のみの構成、或いはＢＳデジタルチューナ２
２及びＢＳデジタル受信回路２４のみの構成でも適用可能であり、同様に、他の放送を受
信可能な構成としてもよい。
【００６０】
　番組情報デコード部２５は、地上波受信回路２３とＢＳデジタル受信回路２４から番組
情報をデコードする。メモリ２６は、番組情報やお好み登録チャンネルなどを記憶するメ
モリである。制御部２７は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ
）或いはＭＰＵ（Ｍｉｃｒｏ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）などで構成され、チャ
ンネル選局部２８による選局を制御する機能及び時計機能、番組のジャンル検索を行いメ
モリ２６に記憶させる機能、ＧＵＩ（グラフィカルユーザインターフェイス）を表示させ
るためのオンスクリーン表示データを生成し、ＯＳＤ表示部２９にデータを供給する。Ｏ
ＳＤ表示部２９は、各種設定用のメニュー表示やチャンネル情報などの表示のための信号
を、映像出力部３１に出力する。
【００６１】
　入力信号切換部３０は、地上波受信回路２３からの映像・音声信号とＢＳデジタル受信
回路２４からの映像・音声信号を切り換える。映像出力部３１，音声出力部３２の出力信
号である映像信号，音声信号は、テレビ受信装置における表示手段であるディスプレイ、
及び音声手段であるスピーカに供給される。
【００６２】
　リモコン３４には、そのキー操作部に、お好みチャンネルを選局するためのお好み選局
ボタン３５を設ける。お好み選局ボタンの数は任意とし、チャンネル選局用のチャンネル
ボタンを利用したボタン（例えば特定ボタン＋チャンネルボタン）であってもよい。リモ
コン及びコントロールパネル入力処理部３３は、リモコン３４及びコントロールパネルか
らの入力を処理する部分であり、ＣＰＵ２７に信号を送信する。
【００６３】
　本発明の特徴として、ユーザが時間帯、曜日毎に、視聴したい番組のジャンルを登録し
、メモリ２６に記憶させる。メモリ２６内には、図４で例示する、時間帯、曜日毎のジャ
ンル記憶テーブル４０があり、時間帯、曜日毎に好みのジャンル４２を複数、優先順位（
お好み登録番号）４１を付して登録することができる。ここで、ジャンル４２はお好み登
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録番号４１（リモコン３４のお好み選局ボタンに対応）別にユーザが登録したジャンルで
ある。
【００６４】
　例えば、時間帯を０：００～７：００、７：００～１２：００、１２：００～１９：０
０、１９：００～０：００に分割し、お好みチャンネルを６個登録できる場合を示してい
る。図４の例では、月曜日、０：００～７：００の時間帯では、お好みジャンル＜１＞～
＜３＞にバラエティ、＜４＞及び＜５＞にニュース、＜６＞にスポーツが登録されている
。また、時間帯の間隔及び分割数は任意に設定することができる。
【００６５】
　ＣＰＵ２７は、メモリ２６に記憶されている各番組のジャンル情報から、ジャンル毎に
チャンネルを分類して図５に示すようにリスト（チャンネル分類リスト５０）を生成し、
メモリ２６に記憶する。番組のジャンル検索は、ユーザが設定した時間間隔、又は番組の
切り替わりを検知した場合などに、再度ジャンル検索、分類が行われる。
【００６６】
　チャンネル分類リスト５０は、ジャンル５１、優先順位５２、及びチャンネル５３から
なる。ここで優先順位５２とは、好ましくは選局された回数が多い順で定める。そのため
、各チャンネルの選局回数をカウントしメモリ２６に保存する機能を備えておく。選局回
数のカウントは、一定時間以上視聴したときのみカウントし、ユーザの視聴嗜好が反映さ
れるようにする。また、カウント値はユーザによって初期化可能とする。図６におけるチ
ャンネル毎の選局回数リスト６０に示すように、メモリ２６内には選局回数６２の多い順
にチャンネル６１を並べて記憶しておき、図５の優先度を定める際に参照する。
【００６７】
　図３に基づき、上述のごとくユーザ入力されたお好みジャンルから、お好みチャンネル
を記憶するまでの流れの一例を説明する。ステップＳ１において、放送波に含まれる時間
情報、又はＣＰＵで管理している時計機能から時間情報を取得する。図４に示したように
、ユーザは任意の時間帯でお好みのジャンルを登録することができる。ステップＳ２では
、ステップＳ１で取得した時間情報から、お好み登録の時間帯の切り替わりを検出する。
時間帯が切り替わった場合、ステップＳ３において図４のジャンル記憶テーブル４０を参
照してお好みジャンルを決定する。
【００６８】
　ステップＳ４では、番組の切り替わり時などに、番組のジャンル検索を行うか否かを判
断する。放送局から送信される属性情報（ＥＰＧ情報などの番組編成情報）と、ステップ
Ｓ１で取得した時間情報によって、番組の切換を検出することが可能である。若しくは、
ジャンル検索を行う時間間隔を決めておく方法も考えられる。このとき、番組編成情報の
参照を省くことができ、構成が簡単になる。
【００６９】
　ステップＳ４で番組のジャンル検索が必要であると判断された場合、ステップＳ５で番
組のジャンル検索を行い、ステップＳ６でジャンル毎にチャンネルを分類して図５のチャ
ンネル分類リスト５０を作成して記憶する。ジャンル検索を行う際には、まず、選局及び
一定時間の視聴があった場合に選局回数のカウントを検出して図６に示したチャンネル毎
の選局回数の記憶テーブル（選局回数リスト６０）を更新して記憶しておき、そこから得
られる各チャンネルの選局回数を参照し、選局回数が多いチャンネルから順にジャンル検
索を行う。図５のチャンネル分類リスト５０の作成が完了したとき、ジャンル検索を終了
する。
【００７０】
　ステップＳ７では、ステップＳ３から得られるお好みジャンルと、ステップＳ６から得
られるジャンル毎のチャンネル分類リスト５０から、お好み登録するチャンネルを決定し
、図７に示すお好み登録番号７１とチャンネル７２の対応表（お好みチャンネルリスト７
０）を作成し、メモリ２６に保存する。
【００７１】
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　お好みチャンネルの登録が終わると待機状態となり、時間帯の切り替わり、又は番組の
ジャンル検索の必要性を検出したときに、同様の手順でお好み登録が行われる。従って、
ステップＳ７の処理後はステップＳ１に戻る。このように、図７の対応表７０は常に新し
いものに更新される。
【００７２】
　お好みチャンネルリスト７０は、例えば、現在時刻が月曜日の０時とすると、図４より
、お好み登録ボタン＜１＞～＜３＞にバラエティ、＜４＞及び＜５＞にニュース、＜６＞
にスポーツを放送しているチャンネルが割り当てられる。現時刻に放送されている番組の
ジャンルとチャンネルが図５のチャンネル分類リスト５０であるとすると、優先度の高い
チャンネルから割り当てられるため、＜１＞：地上Ｄ０８０ｃｈ、＜２＞：ＣＳ０４０ｃ
ｈ、＜３＞：地上Ｄ０６０ｃｈ、＜４＞：ＢＳ１０１ｃｈ、＜５＞：地上Ｄ０１０ｃｈ、
＜６＞：ＢＳ１０３ｃｈがお好みチャンネルとして登録される。時間帯及び番組の放送内
容切り替わり時に、お好み登録チャンネルが再度割り当てられる。
【００７３】
　ユーザがお好みチャンネルの選局を行った場合、ＣＰＵ２７は図７の対応表７０を参照
し、お好み選局ボタン３５に対応するチャンネルを選局する命令をチャンネル選局部２８
に送信する。
【００７４】
　次に、ユーザがお好みジャンルの登録を行う際の操作方法を説明する。図８に登録時の
画面表示例を、時間帯の最小単位を３時間として示している。また、登録にはリモコンを
用いて、十字コントールキーが付いているものとする。
【００７５】
　最初に、カーソルは曜日項目８１の位置にあり、十字キー左右でカーソルを移動するこ
とよって、登録する曜日を選択することができる。カーソルの移動によって、登録する曜
日が最も見やすい位置に表示されるように設計する。図８では、金曜日の登録を行う場合
の例である。
【００７６】
　曜日を決定後、カーソルは時間項目８２の位置に移動する。十字キー上下でカーソルを
移動し、時間帯の区切りを設ける時間を選択する。区切りの数は任意とし、最小時間間隔
もユーザが設定することができるようにし、図８では６時，１２時，２１時に区切りを設
た例を示している。
【００７７】
　時間帯の設定後、ジャンル登録例８３のように登録を行う時間帯にカーソルを移動して
ジャンルの登録を行う。ジャンルの登録手順として、まず登録したいお好み登録番号を押
して選択する。予めジャンルに対応するボタン８４を設定しておき、ジャンル番号を押す
ことで登録を行う。この例では、ボタン８４として、＜１＞～＜６＞にそれぞれニュース
，バラエティ，ドラマ，スポーツ，映画，教育が割り当てられた例を図示している。
【００７８】
　このように登録されたお好みチャンネルの選局は、リモコン３４のお好み選局ボタン３
５の押下によるものと、ＥＰＧを表示させた状態でチャンネルを選局する方法がある。図
９に示すように、選局がされると、画面９０の一部分９１に選局したお好み番号，ジャン
ル，チャンネルのチャンネルＩＤ，ロゴなどを表示する。また、ジャンル毎に色を設定し
て、お好み番号を変えるなどによってユーザに表示する方法も考えられる。また、選局前
に、ＯＳＤ表示で、現時間帯でのお好みチャンネルとリモコンのお好み選局ボタン３５の
登録との対応情報を画面に表示するようにしても有益である。
【００７９】
　ＥＰＧを表示する際、時間帯、曜日毎に、ユーザが登録したジャンル順及び優先度の高
い順にチャンネルを並び替える。これによって、時間帯、曜日毎にユーザが好むチャンネ
ルの番組内容を迅速に確認することができる。
【００８０】
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　ユーザからＥＰＧの表示要求があった場合、まず現時刻にお好み登録されているチャン
ネルの情報を表示する。その後、図４のお好みジャンルと、図５のジャンル毎のチャンネ
ルリストを用いてチャンネルを並び替える。例えば、現時刻を月曜日０時で時間帯間隔を
３時間とし、お好みジャンルが図４、ジャンル毎のチャンネルリストが図５であるとする
。このとき、ＥＰＧの表示画面は図１０の表示画面１００のようになる。表示画面１００
では、時間帯毎にチャンネル１０１を並び替えて、さらにチャンネル１０１の横にはお好
み選局ボタン３５に対応する番号１０２（＜１＞～＜６＞）を表示して、各チャンネルで
の放送番組１０３をさらにその横に並べて表示される。
【００８１】
　例えば、お好みチャンネルを順に表示した後、図４を参照するとユーザが最も視聴した
いジャンルはバラエティなので、図５を参照し、バラエティ番組を放送中でお好み登録さ
れていないチャンネルを順に表示していく。ユーザが次に視聴したいジャンルはニュース
なので、図５を参照して、ニュースを放送中のチャンネルを順に表示する。これによって
、時間帯毎にＥＰＧに表示されるチャンネルの順番が変わり、ユーザが好む番組順に番組
情報を確認することができる。
【００８２】
　図１１は、本発明の他の実施形態に係る放送受信装置の他の構成例を示す外観図で、Ｌ
ＥＤによる時間帯切り替え表示を可能とした放送受信装置を示す図である。
【００８３】
　本実施形態では、時間帯毎にお好みチャンネルが切り替わるため、ユーザの混乱を招く
恐れがある。そのため、チャンネルが切り替わった場合にユーザに知らせる手段を備える
。その方法として、音声で、スクリーン表示として変更情報を出力したり、ＬＥＤの点灯
などあらゆる手段を可能とする。図１１には、ＬＥＤによってユーザに知らせる手段の例
を示しているが、放送受信装置の一例としてのテレビ受像機１１０の画面１１１の枠にＬ
ＥＤ１１２を備えている。お好み登録チャンネルが変更した場合、ＬＥＤ１１２又は、リ
モコン１１３側に備えたＬＥＤ１１４が一定時間点滅する。また、お好み選局ボタン１１
５にＬＥＤを内蔵し、ジャンルに応じてボタンの色が変わるようにしてもよい。
【符号の説明】
【００８４】
１…放送受信装置、１１…放送受信手段、１２…比較手段、１３…ジャンル登録手段、１
３ａ…時間帯設定手段、１４…お好みジャンルＤＢ、１５…チャンネル記憶手段、１５ａ
…切替提示手段、１６…お好みチャンネルＤＢ、１７…選局計数手段、１８…選局回数Ｄ
Ｂ、１９…ＥＰＧ表示手段、２０…放送受信装置、２１…地上波チューナ、２２…ＢＳデ
ジタルチューナ、２３…地上波受信回路、２４…ＢＳデジタル受信回路、２５…番組情報
デコード部、２６…メモリ、２７…制御部（ＣＰＵ）、２８…チャンネル選局部、２９…
ＯＳＤ表示部、３０…入力信号切換部、３１…映像出力部、３２…音声出力部、３３…リ
モコン及びコントロールパネル入力処理部、３４…リモコン、３５…お好み選局ボタン。
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